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告 示
栃木県告示第264号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指
定したので、同条第２項の規定により告示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地



（352） 栃 木 県 公 報 第701号令和８（2026）年５月１日　金曜日

名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

株式会社さとふる 東京都中央区京橋二丁目２番１号京橋エドグラン13Ｆ

PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町１番３号

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番１号楽天クリムゾンハウス

株式会社JR東日本ネットステーション 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番８号　ＳＯＵＴＨＧＡＴＥ
新宿９階

株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー 東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号

株式会社アイモバイル 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号関電不動産渋谷ビル８階

株式会社トラストバンク 東京都品川区上大崎三丁目１番１号

株式会社めぶきカード 茨城県水戸市南町三丁目４番12号

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号渋谷フクラス

２　指定をした日
令和８（2026）年４月１日

３　指定納付受託者に納付させる歳入の種類
ふるさと “とちぎ”  応援寄附金

４　指定期間
令和８（2026）年４月１日から令和９（2027）年３月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第265号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託したの
で、同条第２項の規定により告示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託した公金事務の内容
ふるさと “とちぎ”  応援寄附金の収納

２　委託を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地

名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

株式会社さとふる 東京都中央区京橋二丁目２番１号京橋エドグラン13Ｆ

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番１号楽天クリムゾンハウス

３　地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
⑴　指定をした日
令和８（2026）年４月１日

⑵　委託をした日
令和８（2026）年４月１日

４　委託期間
令和８（2026）年４月１日から令和９（2027）年３月31日まで

（人口未来課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第266号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託したの
で、同条第２項の規定により告示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　委託した公金事務の内容
自動車税に係る地方税の収納事務

２　委託を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地
⑴　名称
一般社団法人栃木県自動車整備振興会

⑵　主たる事務所の所在地
栃木県宇都宮市八千代１丁目９番10号

３　地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
⑴　指定をした日
令和７（2025）年４月１日

⑵　委託をした日
令和８（2026）年４月１日

４　委託期間
令和８（2026）年４月１日から令和９（2027）年３月31日まで

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第267号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970402772 株式会社アズ・レジデン
ス
代表取締役
前田　隆博

あすみ苑ラ・テラ
ス堀米

佐野市堀米町3143
番地

令 和 ８

（2026）年
４月１日

訪問介護

0971600945 株式会社デジタルヘルス
代表取締役
若林　則章

訪問介護事業所昭
和の里下野

下野市下古山39番
39

令 和 ８

（2026）年
４月１日

訪問介護

0972301717 株式会社アズ・レジデン
ス
代表取締役
前田　隆博

あずみ苑ラ・テラ
ス野木

下都賀郡野木町丸
林566番地４

令 和 ８

（2026）年
４月１日

訪問介護

0971400494 有限会社だるま薬局
取締役
佐藤　健太郎

だるまデイサービ
ス

さくら市氏家3390
番地５

令 和 ８

（2026）年
４月１日

通所介護

0972701155 株式会社オガワ
代表取締役
小川　壽夫

アットホームさく
らがわ

芳賀郡市貝町市塙
1769番３

令 和 ８

（2026）年
４月１日

通所介護

0970900981 社会福祉法人飛山の里福
祉会
理事長
直井　修一

真岡ハートヒルズ 真岡市西田井748
番地２

令 和 ８

（2026）年
４月１日

短期入所生
活介護
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0971100755 株式会社アズ・レジデン
ス
代表取締役
前田　隆博

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８
（2026）年
４月１日

短期入所生
活介護

0970803367 医療法人社団愛康会
理事長
平賀　聖悟

介護付有料老人
ホームゆう愛

小山市神鳥谷五丁
目12番13号

令 和 ８
（2026）年
４月１日

特定施設入
居者生活介
護

0971100755 株式会社アズ・レジデン
ス
代表取締役
前田　隆博

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８
（2026）年
４月１日

特定施設入
居者生活介
護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第268号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970900981 社会福祉法人飛山の里福
祉会
理事長
直井　修一

真岡ハートヒルズ 真岡市西田井748
番地２

令 和 ８

（2026）年
４月１日

介護予防短
期入所生活
介護

0971100755 株式会社アズ・レジデン
ス
代表取締役
前田　隆博

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８

（2026）年
４月１日

介護予防短
期入所生活
介護

0970803367 医療法人社団愛康会
理事長
平賀　聖悟

介護付有料老人
ホームゆう愛

小山市神鳥谷五丁
目12番13号

令 和 ８

（2026）年
４月１日

介護予防特
定施設入居
者生活介護

0971100755 株式会社アズ・レジデン
ス
代表取締役
前田　隆博

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８

（2026）年
４月１日

介護予防特
定施設入居
者生活介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第269号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設を指定したの
で、同法第93条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地
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0970803359 社会福祉法人明朗会
理事長
野口　明希

特別養護老人ホー
ムソレイユ思川

小山市松沼579番
地１

令 和 ８

（2026）年
４月１日

介護老人福
祉施設

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第270号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第94条第１項の規定により介護老人保健施設の開設を許可したので、
同法第104条の２の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 老 人 保 健 施 設 許 可 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0950880088 医療法人社団愛康会
理事長
平賀　聖悟

介護老人保健施設
祇園荘

小山市城山町二丁
目７番18号

令 和 ８
（2026）年
４月１日

介護老人保
健施設

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第271号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970203055 株式会社アイアール
代表取締役
大島　匠統

アイデイサービス
足利

足利市常見町二丁
目11番８号

令 和 ８

（2026）年
２月28日

通所介護

0970203063 株式会社アイアール
代表取締役
大島　匠統

アイデイサービス
笑の樹

足利市常見町二丁
目11番７号

令 和 ８

（2026）年
２月28日

通所介護

0970203790 株式会社アイアール
代表取締役
大島　匠統

アイデイサービス
なかま

足利市常見町二丁
目11番３号

令 和 ８

（2026）年
２月28日

通所介護

0970900676 社会福祉法人飛山の里福
祉会
理事長
直井　修一

デイサービスセン
ター田井の里

真岡市西田井748
番地２

令 和 ８

（2026）年
２月28日

通所介護

0970900692 社会福祉法人飛山の里福
祉会
理事長
直井　修一

田井の里ショート
ステイ

真岡市西田井748
番２

令 和 ８

（2026）年
２月28日

短期入所生
活介護

0970500849 株式会社ワンパーソン
代表取締役社長
渡邊　一人

ケアツール 鹿沼市万町 754-
１

令 和 ８

（2026）年
２月28日

福祉用具貸
与
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0970500849 株式会社ワンパーソン
代表取締役社長
渡邊　一人

ケアツール 鹿沼市万町 754-
１

令 和 ８
（2026）年
２月28日

特定福祉用
具販売

0970200135 特定非営利活動法人両毛
ケアサービス
理事長
田鶴　和子

特定非営利活動法
人両毛ケアサービ
ス

足利市駒場町568
番地１

令 和 ８
（2026）年
３月31日

訪問介護

0970401386 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑ラ・テラ
ス堀米

佐野市堀米町3143
番地

令 和 ８
（2026）年
３月31日

訪問介護

0970600151 社会福祉法人日光市社会
福祉協議会
会長
岸野　稔

介護保険事業所ふ
じの郷

日光市鬼怒川温泉
大原２番地６

令 和 ８
（2026）年
３月31日

訪問介護

0972700058 社会福祉法人益子町社会
福祉協議会
理事長
日下田　欣一

益子町社会福祉協
議会とまとサービ
ス

芳賀郡益子町益子
1532番地５

令 和 ８
（2026）年
３月31日

訪問介護

0972301113 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑　ラ・テ
ラス野木

下都賀郡野木町丸
林566番地４

令 和 ８
（2026）年
３月31日

訪問介護

0970200200 社会福祉法人両崖福祉会
理事長
細貝　文子

特別養護老人ホー
ム和見山苑

足利市稲岡町1083
番地１

令 和 ８
（2026）年
３月31日

通所介護

0972100408 有限会社上三川サービス
アンドサポート
代表取締役社長
小口　すず子

三本木デイサービ
スセンター

河内郡上三川町三
本木411番４

令 和 ８
（2026）年
３月31日

通所介護

0972700264 はが野農業協同組合
代表理事組合長
渡辺　栄

ＪＡはが野デイ
サービスセンター
すこやか市貝

芳賀郡市貝町市塙
1769番地３

令 和 ８
（2026）年
３月31日

通所介護

0971100292 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８
（2026）年
３月31日

短期入所生
活介護

0970802013 医療法人博愛会
理事長
杉村　栄一

介護付有料老人
ホームゆう愛

小山市神鳥谷五丁
目12番13号

令 和 ８
（2026）年
３月31日

特定施設入
居者生活介
護

0971100466 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８
（2026）年
３月31日

特定施設入
居者生活介
護

0972700173 有限会社えびはら
代表取締役
海老原　潤一

有限会社えびはら 真岡市久下田847
番地

令 和 ８
（2026）年
３月31日

福祉用具貸
与
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0972700173 有限会社えびはら
代表取締役
海老原　潤一

有限会社えびはら 真岡市久下田847
番地

令 和 ８

（2026）年
３月31日

特定福祉用
具販売

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第272号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970900692 社会福祉法人飛山の里福
祉会
理事長
直井　修一

田井の里ショート
ステイ

真岡市西田井748
番２

令 和 ８
（2026）年
２月28日

介護予防短
期入所生活
介護

0970500849 株式会社ワンパーソン
代表取締役社長
渡邊　一人

ケアツール 鹿沼市万町 754-
１

令 和 ８
（2026）年
２月28日

介護予防福
祉用具貸与

0970500849 株式会社ワンパーソン
代表取締役社長
渡邊　一人

ケアツール 鹿沼市万町 754-
１

令 和 ８
（2026）年
２月28日

特定介護予
防福祉用具
販売

0971100292 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８
（2026）年
３月31日

介護予防短
期入所生活
介護

0970802013 医療法人博愛会
理事長
杉村　栄一

介護付有料老人
ホームゆう愛

小山市神鳥谷五丁
目12番13号

令 和 ８
（2026）年
３月31日

介護予防特
定施設入居
者生活介護

0971100466 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑グランデ
矢板

矢板市東町８番37
号

令 和 ８
（2026）年
３月31日

介護予防特
定施設入居
者生活介護

0972700173 有限会社えびはら
代表取締役
海老原　潤一

有限会社えびはら 真岡市久下田847
番地

令 和 ８
（2026）年
３月31日

特定介護予
防福祉用具
販売

0972700173 有限会社えびはら
代表取締役
海老原　潤一

有限会社えびはら 真岡市久下田847
番地

令 和 ８
（2026）年
３月31日

介護予防福
祉用具貸与

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第273号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第99条第２項の規定により介護老人保健施設の開設者から介護老人保
健施設の廃止の届出があったので、同法第104条の２の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 老 人 保 健 施 設 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0950880021 医療法人博愛会
理事長
杉村　栄一

老人保健施設祇園
荘

小山市城山町二丁
目７番18号

令 和 ８

（2026）年
３月31日

介護老人保
健施設

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第274号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託したの
で、同条第２項の規定により告示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託した公金事務の内容
令和８（2026）年度とちぎ賃上げ加速・定着支援金支給業務に係る支援金の支出

２　委託を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地
⑴　名称
株式会社ＴＭＣ経営支援センター

⑵　主たる事務所の所在地
栃木県那須塩原市大原間西一丁目10番地６

３　地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
⑴　指定をした日
令和８（2026）年４月17日

⑵　委託をした日
令和８（2026）年４月17日

４　委託期間
令和８（2026）年４月17日から令和９（2027）年３月15日まで

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第275号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託したの
で、同条第２項の規定により告示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託した公金事務の内容
令和８（2026）年度とちぎ男性応援育休応援事業に係る奨励金の支出

２　委託を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地
⑴　名称
株式会社ＴＭＣ経営支援センター

⑵　主たる事務所の所在地
栃木県那須塩原市大原間西一丁目10番地６

３　地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
⑴　指定をした日
令和８（2026）年４月17日

⑵　委託をした日
令和８（2026）年４月17日

４　委託期間
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令和８（2026）年４月17日から令和９（2027）年３月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第276号
　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第27条第３項の規定により、障害者就業・生
活支援センターから次のとおり変更の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 住 所 事 務 所 の 所 在 地 変 更 年 月 日 変 更 理 由

社会福祉法人
とちぎ健康福祉協会

宇都宮市駒生町3337-
1

さくら市櫻野435-１
（さくら市櫻野1270）

令和８（2026）年
５月１日

事務所の移転

（注）表中の（　）内は変更前のもの
（労働政策課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第277号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年５月１日から同年６月１日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　黒磯田島線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

339

前
那須塩原市百村2657-８から
那須塩原市百村2657-26まで

6.8 ～ 23.0 41.0

後Ａ
那須塩原市百村2657-８から
那須塩原市百村2657-26まで

6.8 ～ 23.0 41.0

後Ｂ
那須塩原市百村2657-８から
那須塩原市百村2657-26まで

4.4 ～ 23.0 41.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第278号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年５月１日から同年６月１日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

339
一 般 県 道
黒 磯 田 島 線

那須塩原市百村2657-８から
那須塩原市百村2657-26まで

令和８（2026）年
５月１日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第279号
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　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区
域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課及び栃木県日光土木事務所において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　急傾斜地崩壊危険区域の名称　鉢石町
２　急傾斜地崩壊危険区域の表示
⑴　次に掲げる土地に存する標柱１号から５号までを順次結んだ線及び標柱１号と５号を昭和47年栃木県告
示第124号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域

市 町 村 名
町 名 又 は
大 字 名

字 名 地 番 標 柱 番 号

日光市 上鉢石町 1003番１ １号及び２号

同 同 1002番 ３号

同 同 1136番１ ４号及び５号

⑵　次に掲げる土地に存する標柱６号から８号までを順次結んだ線及び標柱６号と８号を結んだ線に囲まれ
た土地の区域

市 町 村 名
町 名 又 は
大 字 名

字 名 地 番 標 柱 番 号

日光市 上鉢石町 1136番１ ６号及び８号

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第280号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区
域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課及び栃木県大田原土木事務所において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　急傾斜地崩壊危険区域の名称　堀ノ内
２　急傾斜地崩壊危険区域の表示
　次に掲げる土地に存する標柱１号から14号までを順次結んだ線及び標柱１号と14号を結んだ線に囲まれた
土地の区域

市 町 村 名 町 名 又 は
大 字 名 字 名 地 番 標 柱 番 号

那須町 大和須 榎町 572番１ １号、10号及び11号

同 同 黒田沢 570番 ２号から４号まで

同 同 榎町 244番 ５号

同 同 同 241番 ６号

同 同 同 235番地先無番地 ７号

同 同 同 233番 ８号

同 同 同 224番１ ９号

同 同 同 572番３ 12号

同 同 同 219番１ 13号
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那須町 大和須 榎町 205番１ 14号

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第281号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指
定（昭和47（1972）年４月19日第73002号）を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、栃木県県土整備部建築指導課に備え、縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道 路 の 延 長
及 び 幅 員

廃止年月日

法第42条第１項第５号
の規定による道路

栃木県下野市下古山字北原2930-18の一
部、-42、2931-７の一部、-８の一部、-９
の一部、-14の一部、-15の一部（旧地番：
下都賀郡石橋町大字下古山字北原2931-
１、2931-８の一部、2931-10の一部）

延長54.80ｍ
幅員4.50ｍ

令和８（2026）年
４月13日

（建築指導課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を令
和８（2026）年６月１日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
薬王堂栃木茂木店
芳賀郡茂木町三坂土地区画整理事業３街区１

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 町 村 名 意 見 の 概 要

茂 木 町 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を令和８
（2026）年６月１日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
薬王堂栃木茂木店
芳賀郡茂木町三坂土地区画整理事業３街区１

２　法第８条第４項の規定による意見の概要
意見なし
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（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○令和８（2026）年度栃木県農業大学校入学試験の実施
　栃木県農業大学校の一般入学試験及び推薦入学試験を実施するので、栃木県農業大学校規則（昭和59年栃木
県規則第74号）第９条第４項により次のとおり公告する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集人数及び修業年限
　本県農業の次代を担う優れた農業経営者等を実践的教育により育成するため、次の区分により学生を募集
します。

学 部 学 科 専 攻 募 集 人 数 修 業 年 限

農業生産学部
農業総合学科

作 物 専 攻

55名

２年

露地野菜専攻

施設野菜専攻

花 き 専 攻

果 樹 専 攻

畜 産 学 科 － 15名

農業経営学部 い ち ご 学 科 － 10名

２　受験資格
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）
⑴　推薦入学試験
次の条件をすべて満たし、在学する高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を得た者
ア　高等学校又は中等教育学校を令和９（2027）年３月卒業見込みの者
イ　学業成績が優秀で、品行方正な者
ウ　卒業後、県内において農業に従事する（雇用就農を含む）意思を有する者
エ　当該学科を志望する動機、理由が明白である者
⑵　一般入学試験
次のア～ウのいずれかに該当し、エの条件を満たす者
ア　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和９（2027）年３月卒業見込みの者
イ　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和９（2027）年３月修了見込みの者
ウ　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者及び令和９
（2027）年３月31日までにこれに該当する見込みの者

エ　卒業後、県内において農業に従事する（雇用就農を含む）意思を有する者
○農業経営学部（いちご学科）
⑴　一般入学試験
次のア～ウのいずれかに該当し、エの条件を満たす者
ア　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和９（2027）年３月卒業見込みの者
イ　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和９（2027）年３月修了見込みの者
ウ　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者及び令和９
（2027）年３月31日までにこれに該当する見込みの者

エ　卒業後、栃木県内において、いちごを経営作物として自営就農する意思を有する者
３　出願手続
⑴　出願期間
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）
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試 験 区 分 出 願 期 間

推 薦 入 学 試 験 令和８（2026）年９月１日（火）～同年９月30日（水）　必着

一般入学試験
前　期 令和８（2026）年11月16日（月）～同年12月11日（金）　必着

後　期 令和９（2027）年１月21日（木）～同年２月３日（水）　必着

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 出 願 期 間

一般入学試験

第１回 令和８（2026）年８月３日（月）～同年９月４日（金）　必着

第２回 令和８（2026）年10月19日（月）～同年11月13日（金）　必着

第３回 令和９（2027）年１月７日（木）～同年２月３日（水）　必着

（注）１　土曜日、日曜日及び祝日は、願書の受付を行いません。
２　農業生産学部の推薦入学試験及び一般入学試験（前期）の合格者の合計が募集人数に達した場
合は、一般入学試験（後期）を実施しない（もしくは、学科専攻により募集しない）ことがあり
ます。
３　農業経営学部（いちご学科）の第１回及び第２回一般入学試験の合格者の合計が募集人数に達
した場合は、第３回一般入学試験を実施しないことがあります。

⑵　出願方法
　出願者は、出願書類等を学生募集要項に添付の封筒にて直接持参するか、又は郵送してください。な
お、郵送による場合は特定記録等の授受の記録が残る配達手段にて送付してください。
⑶　入学試験料
４,400円

ア　入学試験料は、栃木県電子申請システムによる電子納付か校内受付窓口に設置しているPOSレジによ
る電子決済で納付してください。
イ　栃木県電子申請システムで電子納付をする場合は、支払い完了後、「申込内容照会」から表示された
納付情報が「支払済」となっている画面を申請者情報がわかるように印刷して、出願書類と共に提出し
てください。
ウ　本校受付窓口でPOSレジによる納付を行う場合は、納付後、POSレジで発行されたレシートを入学願
書の裏面に貼って提出してください。
エ　栃木県収入証紙（国の収入印紙ではありません）による納付も受け付けますが、販売は令和７
（2025）年度末をもって終了しています。販売終了以前に購入したものを使用する場合は、入学願書の
裏面に貼って提出してください。
オ　入学試験料は、理由のいかんを問わず返還しません。
⑷　出願書類等

出 願 書 類

農業生産学部
農業経
営学部

備 考
（注）◎印は本校指定様式を使用してください。（本校
ホームページからダウンロードすることもできます。）△
は該当者のみ提出してください。

推薦入
学試験

一般入
学試験

入 学 願 書 ◎ ◎ ◎
入学試験料の納付については３出願手続⑶入学試験料を
御参考ください。

受 験 票 ◎ ◎ ◎
出願する入学試験の受験票のみ、必要事項を記入して提
出してください。

出身学校の発行
する調査書

高等学校又は中等教育学校の在学者の場合は、推薦、一
般の各入学試験の出願時における直近の内容等を記載する
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（既卒者は最終
学歴出身学校の
成績証明書でも
可）

○ ○ －
こと。
指導要録の保存期間終了等の事情により調査書又は成績
証明書が得られない者は、「卒業証明書」に加え「発行で
きない旨を証する書面」を提出してください。

受験資格を証す
る書類

－ △ ○
２　受験資格⑵イ、ウに該当する者及び農業経営学部受
験者については、高等学校又は中等教育学校の卒業（見込
み）証明書又はそれに準ずる書類を提出してください。

志望動機・将来
の目標及び農業
経営概況等調書

◎ ◎ －
志望動機及び将来の目標については具体的かつ詳細に記
載してください。

志望動機・就農
計画等調書

－ － ◎
志望動機及び農業経営等の構想については具体的かつ詳
細に記載してください。各項目には全て内容を記載し、空
欄の無いようにしてください。

写真２枚（入学
願書・受験票に
１枚ずつ貼付）

○ ○ ○
出願前３か月以内に無帽で上半身を正面から撮影した、
縦４cm、横３cmのものとします。受験票に貼付しない１
枚は裏面に氏名を記入してください。

推 薦 書 ◎ － －
在学する高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を得る
ことが必要です。

受験票返送用
封 筒

◎ ◎ ◎
特定記録で郵送するため、320円分の切手を貼付し、本
人の宛名を記入してください。

試 験 結 果
送 付 用 封 筒

◎ ◎ ◎
試験結果（合格者のみ）を郵送するため、本人の宛名を
記入してください。

⑸　出願先
〒321-3233　栃木県宇都宮市上籠谷町1145-1
栃木県農業大学校　事務部学生課　電話：028-667-0711（代表）

⑹　受験票の送付
　受験票は、出願期間終了後、出願者に送付します。試験日の３日前までに受験票が到着しない場合は、
本校事務部学生課まで申し出てください。

４　試験実施日
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 実 施 日 備 考

推 薦 入 学 試 験 令和８（2026）年10月28日（水）
当日の試験時間割は
受験票返送時に送付一般入学試験

前　期 令和９（2027）年１月６日（水）

後　期 令和９（2027）年２月14日（日）

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 実 施 日 備 考

一般入学試験

第１回 令和８（2026）年９月27日（日）
当日の試験時間割は
受験票返送時に送付

第２回 令和８（2026）年12月６日（日）

第３回 令和９（2027）年２月14日（日）

５　試験実施場所
宇都宮市上籠谷町1145-１　栃木県農業大学校



（365）栃 木 県 公 報 第701号令和８（2026）年５月１日　金曜日

６　試験方法及び試験科目

試験区分
試験方法
及び試験科目

農業生産学部
（農業総合学科・畜産学科）

農業経営学部
（いちご学科）

推薦入学試験 一般入学試験 一般入学試験

小 論 文 ○ － ○

筆 記 試 験

国語総合 － ○ －

数 学 Ⅰ － ○ －

一般教養 － － ○

面 接 ○ ○ ○

７　合格発表
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 期 日

推 薦 入 学 試 験 令和８（2026）年11月11日（水）

一般入学試験
前　期 令和９（2027）年１月20日（水）

後　期 令和９（2027）年２月24日（水）

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 期 日

一般入学試験

第１回 令和８（2026）年10月７日（水）

第２回 令和８（2026）年12月16日（水）

第３回 令和９（2027）年２月24日（水）

（注）１　午後１時に栃木県農業大学校内掲示板及び本校ホームページに合格者の受験番号を掲示します。
２　合格者に対しては、合格通知及び入学手続に関する書類を郵送します。
３　合否についての電話等による問合せには一切応じられません。

８　試験結果の簡易開示
　一般入学試験の筆記試験の科目別得点については、口頭で開示請求することができます。
　開示を希望する場合は、受験者本人が受験票を持参の上、各合格発表の日から１か月以内に栃木県農業大
学校に来校してください。（電話、ハガキ等による開示請求は一切受け付けません。）
９　その他
⑴　学生寮
　農業生産学部の第１学年においては、全寮制により１年間寮教育を実施します。
※　農業経営学部（いちご学科）の学生は、寮教育の対象となりません。

⑵　授業料等（参考：令和８（2026）年度）
ア　入学料　　　　　　5,650円
イ　授業料（年額）　124,800円
ウ　その他　寮雑費、教材費、派遣実習費等

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、さくら市長から
公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
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おり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量
新規測量　地図情報レベル2500　0.44㎢
修正測量　地図情報レベル2500　62.95㎢

２　作業地域
さくら市全域

３　作業期間
令和８（2026）年４月13日から同年８月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、野木町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（空中写真撮影）

２　作業地域
野木町全域

３　作業期間
令和８（2026）年４月27日から同年10月30日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和７（2025）年６月17日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年
法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、宇都宮市長から、その公共測量が終
わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示す
る。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（都市計画基本図更新）

２　作業地域
宇都宮市の一部

３　作業期間
令和７（2025）年５月15日から令和８（2026）年３月25日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和７（2025）年７月22日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年
法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、上三川町長から、その公共測量が終
わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示す
る。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
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公共測量、数値地形図修正、地図情報レベル2500
２　作業地域

上三川町全域
３　作業期間
令和７（2025）年６月19日から令和８（2026）年３月24日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和７（2025）年10月24日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、下野市長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
デジタル空中写真撮影（地上解像度10cm、撮影縮尺１/25,000）

２　作業地域
下野市全域

３　作業期間
令和７（2025）年12月１日から令和８（2026）年３月25日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和８（2026）年１月23日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年
法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、那須野ヶ原土地改良区連合理事長か
ら、その公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ
り次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量）

２　作業地域
那須塩原市百村地内
上段幹線用水路左岸（百村562-2 ～百村285-2付近）

３　作業期間
令和７（2025）年７月２日から令和８（2026）年３月26日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和７（2025）年11月28日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年
法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、さくら市長から、その公共測量が終
わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示す
る。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（空中写真撮影）

２　作業地域
さくら市内

３　作業期間
令和７（2025）年11月１日から令和８（2026）年３月31日まで
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年５月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字磯岡字鴫谷38番４の一部 宇都宮市西川田町898番地ティン
カーベル205

鈴 木 進 一

下都賀郡野木町大字友沼字卯ノ木5964番２、
5988番５、5989番１、5990番４、5991番４、
6031番３、6042番３
（開発行為に関する工事）
下都賀郡野木町大字友沼字卯ノ木6446番の一
部

宇都宮市大通り四丁目３番18号 グランディハウス株
式会社

下都賀郡野木町大字野渡字狐塚169番３、169
番６

下都賀郡野木町大字野渡805番地１ 神 原 一 浩

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────


